
第 1次改訂版に当たって

　本書は、自治体昇任試験を受験される方々が、短期間で地方自治法の
対策ができるように、地方自治法を必要最小限の50項目にまとめ、項目
ごとに頻出問題を掲載した“スピード攻略”のための問題集です。
　通常、問題集を使う際には、問題を解き、解説を読んで、わからない
箇所や疑問を基本書や参考書であたって確認するものです。本書では、
その手間が極力省けるように、各項目について五肢択一の問題と肢別の
解説、さらに解答のカギとなる重要ポイントをまとめて「解説書を兼ね
た問題集」としました。
　自治体の昇任試験における地方自治法は、試験に出るところは限られ
ているので、本書を利用して頻出項目を重点的に勉強するのが一番の近
道です。ただし、外部監査契約など条文の複雑な箇所は、解説で概要を
確認してから問題を解くことが効率的と思われます。本書には重要ポイ
ントの解説を収めていますので、最初に解説を読んでから、問題にあた
ることも可能です。
　本書を繰り返し解くことで、基本的な知識と解答力を確実に身に付け
ることができます。
　本書は、次のような特長をもっています。
・最新の地方自治法等の改正に対応
　請負禁止の範囲の明確化・緩和、災害等の場合の招集日の変更（令和
４年12月公布）と、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等（令和
５年５月公布）の地方自治法改正に対応しています。
・地方自治法の頻出項目を収録
　過去５年間の本試験で実際に出題された問題から、頻出問題を掲載し
ています。さらに、各設問には出題頻度の高い順に★★★、★★、★の
３段階でランクを付けているので、時間のないときには頻度の高い順か
ら学ぶとより効果的です。

・五肢択一の問題と肢別の解説を見開きで掲載
　五肢択一の問題を左頁に、各肢に対応する解説を右頁に掲載しました。
解説の頁には、正答にたどり着くためには、何が決め手になるのかにつ
いても掲載しています。
・試験で問われる重要ポイントを見開きで整理
　上記の肢別の解説頁に加え、各項目の重要ポイントを整理した解説を
見開きで収録しています。重要ポイントでは、地方自治法の基本的な知
識、試験で問われることの多い論点についてその定義、用語や制度の違
い等についてコンパクトにまとめています。
・図解・図表によって数値や制度の流れをイメージ化
　複雑な構造になっている地方自治法は、頭の中にイメージとして覚え
ることが大切ですから、本書では図または表をできる限り用いています。
　設問で問われることの多い定足数や定数の違いなど様々な数値の規定
は表に整理しています。また、再議制度や関与の原則などは、制度の流
れがシンプルにわかるような図解化を心がけました。
　これらの図解や図表でイメージをつかんでから条文にあたると、構造
がより明確になってきます。

　なお、本書の前版は『これだけで大丈夫！　地方自治法50問』（2015
年刊）のタイトルを変更し、改訂したものです。出題頻度の高い問題を
短期間で習得し、一気に得点力のアップを狙えることが本書の最大の特
長であるため、改訂を機に本書の一番の特長をタイトルに示すべく改題
することとしました。
　受験者各位が本書をフルに活用し、難関を突破されることを期待して
おります。

　　2023年７月
地方公務員昇任試験問題研究会　



目　　次

はしがき ...................................................................................................................................　2
凡例 ..............................................................................................................................................　6
本書をより効果的に使うために .............................................................................　7

■地方公共団体、住民と直接請求
1　地方自治の本旨と意義 .........................................................................★　 8
2　地方公共団体の種類、名称 .......................................................★★　 12
3　普通地方公共団体の区域 .............................................................★★　 16
4　普通地方公共団体の事務、法定受託事務 ...................★★★　 20
5　住民の意義、選挙権・被選挙権 .................................................★　 24
6　条例の意義、制定権の範囲 ...................................................★★★　 28
7　条例と規則の効力・罰則 .........................................................★★★　 32
8　条例・規則の制定手続等 .........................................................★★★　 36
9　直接参政制度 ....................................................................................★★★　 40

■議会・議員の権限等
10　議会の組織と議員定数 ......................................................................★　 44
11　議員の身分・活動 .................................................................................★　 48
12　議長・副議長の地位 ....................................................................★★★　 52
13　兼職兼業の禁止 ..............................................................................★★★　 56
14　議決権、意見表明権 ....................................................................★★★　 60
15　検査権・監査請求権 ....................................................................★★★　 64
16　調査権・請願処置権 ....................................................................★★★　 68
17　定例会、臨時会、通年議会 .......................................................★★　 72
18　議会の委員会制度 .........................................................................★★★　 76
19　議案提出権、議案修正、表決 ..................................................★★　 80
20　会議の運営、除斥制度 ..............................................................★★★　 84
21　議会の紀律、懲罰 .........................................................................★★★　 88

■執行機関と給付
22　長の地位、権限 ..............................................................................★★★　 92
23　長の権限の代行 ......................................................................................★　 96

★★★、★★、★……頻出度順の星印

24　行政組織、附属機関、地域自治区 .......................................★★　100
25　補助機関 ...................................................................................................★★　104
26　議会と長との関係（再議制度） ..............................................★★★　108
27　議会と長との関係（不信任議決、専決処分） ................★★★　112
28　行政委員会制度・親族の就職禁止 .......................................★★　116
29　長と行政委員会の関係 ..................................................................★★　120
30　監査制度 ...............................................................................................★★★　124
31　外部監査制度 ............................................................................................★　128
32　教育委員会、選挙管理委員会 ......................................................★　132
33　給与とその他の給付 ............................................................................★　136

■財務と公の施設
34　予　　算 .......................................................................................................★　140
35　継続費、繰越明許費、債務負担行為、予備費 ............★★　144
36　収　　入 ...................................................................................................★★　148
37　支　　出 .......................................................................................................★　152
38　決算、現金 .............................................................................................★★　156
39　契約の締結 .................................................................................................★　160
40　公有財産 ...................................................................................................★★　164
41　物品、債権、基金 .............................................................................★★　168
42　住民監査請求、事務監査請求 ..............................................★★★　172
43　住民訴訟 ...................................................................................................★★　176
44　職員の賠償責任 ..................................................................................★★　180
45　公の施設 ...............................................................................................★★★　184

■地方公共団体と国等の関係、特別地方公共団体
46　国又は都道府県の関与 ......................................................................★　188
47　国地方係争処理委員会 ......................................................................★　192
48　普通地方公共団体相互間の協力 .................................................★　196
49　特別区 ........................................................................................................★★　200
50　地方公共団体の組合（一部事務組合・広域連合） ................★　204



頻出度

Question

20

★★★
普通地方公共団体の事務、
法定受託事務4

　地方自治法に規定する普通地方公共団体の事務に関する記述とし
て、妥当なのはどれか。
1　市町村は、基礎的な地方公共団体として、広域にわたるもの及
び市町村に関する連絡調整に関するものを除いたすべての事務を
処理しなければならない。

2　地方公共団体は、その処理する事務が自治事務である場合にお
いては、法律又はこれに基づく政令に違反しない限りにおいて条
例を制定することができるが、法定受託事務である場合において
は条例を制定する余地はない。

3　自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託
事務以外のものをいい、国は、法律又はこれに基づく政令により
地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合
においては、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理
することができるように配慮しなければならない。

4　第１号法定受託事務とは、法律又は都道府県の条例により市町
村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本
来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適
正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律又は都道府
県の条例に特に定めるものをいう。

5　市町村及び特別区は、法令に違反してその事務を処理してはな
らないが、当該都道府県の条例に違反して行った市町村及び特別
区の行為は、無効とはならない。

Answer

正解チェック欄
1回目 2回目 3回目
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　市町村と都道府県が処理する事務は次表のとおりです。

1　誤り。市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処
理するものとされているものを除いた事務を処理するものとされ
ています（法２③）。

2　誤り。普通地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に
区分されますが（法２⑧、⑨）、普通地方公共団体は、自治事務だ
けではなく、法定受託事務に関しても条例を制定することができ
ます（法14①）。

3　正しい（法２⑧、⑬）。
4　誤り。第１号法定受託事務とは、「法律又はこれに基づく政令
により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務
のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国におい
てその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は
これに基づく政令に特に定めるもの」です（法２⑨⑴）。

5　誤り。市町村及び特別区は、法令及び都道府県の条例に違反し
てその事務を処理してはなりません（法２⑯）。都道府県の条例に
違反して行った市町村及び特別区の行為は無効です（同条⑰）。

正解　3

市町村が処理する事務（法２③、④） 都道府県が処理する事務（法２⑤）

基礎的な地方公共団体として
・都道府県が処理するもの以外の事務
　ただし、都道府県の処理が適当なも
のでも規模・能力に応じて処理可能

広域の地方公共団体として
①広域にわたる事務
②市町村の連絡調整
③規模・性質で市町村処理が不適当なもの



22

重要ポイント4
❶ポイント 事務の区分１（地域における事務とその他の事務）

　普通地方公共団体の事務は、①地域における事務と②その他の事
務で法律又はこれに基づく政令により処理することとなるものに分
類できます（法２②）。
　②の事務の例として「北方領土問題等の解決の促進のための特別
措置に関する法律」11条１項に基づいて、北方領土に本籍を有する
者にかかる戸籍事務を根室市が処理する事務がありますが、めった
にありません。
　したがって、普通地方公共団体の事務は、ほとんどが①地域にお
ける事務です。

　自治事務とは、「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託
事務以外の事務」です（法２⑧）。
　法定受託事務とは、「法律又はこれに基づく政令により地方公共
団体が処理することとされる事務のうち、国（又は都道府県）が本
来果たすべき役割に係るものであって、国（又は都道府県）におい
てその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこ
れに基づく政令に特に定めるもの」です（法２⑨）。

❷ポイント 事務の区分２（自治事務と法定受託事務）

■地方公共団体が処理する事務

①地域における事務
②その他の事務

第１号法定受託事務（国が
本来果たすべきもの）

第２号法定受託事務（都道
府県が本来果たすべきもの）

自治事務

法定受託事務

地方公共団体、住民と直接請求……23

必修項目 自治事務と法定受託事務の違い

　従来の機関委任事務では、条例を制定することができませんでし
た。しかし、事務の新たな区分となった法定受託事務では、自治体
の権限が拡大し、法令に違反しない限り、条例を制定することがで
きるようになりました。また、原則として、議会の調査権等の権限
や監査委員の権限も及ぶようになりました（問15　検査権・監査請
求権参照）。

　市町村長が行う法定受託事務の場合、都道府県知事は市町村長の
上級行政庁ではないので、法律に特別の定めがなければ審査請求の
相手方は、市町村長となります（行服法４⑴）。
　しかし、法定受託事務については、法令の適正な執行を確保する
責務を負う立場にあるものによる審査の機会を確保するという趣旨
から、審査請求の相手方は都道府県知事とするという特別の定めが
置かれています（法255の２①⑵）。

❹ポイント 法定受託事務に対する審査請求の相手方

❸ポイント 自治事務と法定受託事務の違い

自治事務 法定受託事務

条例の制定権 法令に違反しない限り可
能

同左

議会の権限（検査
権、監査請求権、
調査権）
監査委員の権限

原則、権限が及ぶ
（労働委員会及び収用委
員会の権限に属する事務
で政令で定めるものを除
く）

原則、権限が及ぶ
（国の安全を害するおそれがあ
ることその他の事由により適
当でないものとして政令で定
めるものを除く）

行政不服審査 規定がなく、国の機関へ
の審査請求はできない

所轄大臣、知事等に審査請求
することができる

代執行（国の関与） 原則としてできない 一定の手続きを経てできる
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